
加藤新太郎著『民事事実認定論』＊訂正表 
 

本書に誤り・不備がございました。 
以下の通り訂正し、ご利用いただけますようお願い申し上げます。 

 
■26頁 12行目 
 「事実認定を」を「事実認定とは」に訂正する。 
 
■56頁１～２行目 
「客観的妥当性確保、法的安定性確保」を「客観的妥当性確保・法的安定性確保」に訂正する。 

 
■97頁４～５行目 
「この推定を覆すためには単なる反証では足りないと解する」を「この推定を覆すためには本

証までは必要ない（単なる反証では足りる）と解する」に訂正する。 
 
■101頁 10行目 
 「Xと Aと同居中で」を「Xが Aと同居中で」に訂正する。 
 
■333頁 13行目 
 「単なる過失行為により」を「単なる違法行為により」に訂正する。 
 
【２刷・３刷での修正点】 
■241頁 12行目 
 「見解が主流になっている」を「見解が有力になっている」に修正する。 
 
■251頁 10行目 
 「委任者が受任者を介せず」を「委任者が受任者を介さず」に修正する。 
 
■252頁１行目 
 「極めて重大であり」を「極めて重要であり」に修正する。 
 


